
六戸町訪問型サービスＡの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱  

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、介護保険法 (平成９年法律第１２３号。以下「法」という。) 第１１５条の４５第１

項第１号イに規定する第１号訪問事業（以下「訪問型サービス」という。）のうち訪問型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）の事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるも

のとする。 

 

 （事業の一般原則） 

第２条  訪問型サービスＡの事業に係る指定事業者の指定を受けた者（以下「事業者」という。）は、

利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他

の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。  

 

 （基本方針） 

第３条  訪問型サービスＡの事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯に対し、日常生活

に必要な家事等について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態等を踏ま

えながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。 

 

 （従業者の員数） 

第４条  事業者が当該事業を行う事業所（以下「事業所」という。）ごとに置くべき従事者（訪問型サ

ービスＡの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は町長が指定する研修

受講者をいう。）の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。 

２ 事業者は、事業所ごとに、従業者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事

業責任者としなければならない。 

３ 第２項に規定する訪問事業責任者は、介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は町長

が指定する研修受講者であって、訪問型サービスＡに従事するものをもって充てなければならな

い。ただし、利用者に対する訪問型サービスＡの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある

他の事業所に従事することができる。 

４ 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、訪問型サービスＡの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。  

 

 （管理者） 

第５条  事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 （設備及び備品等） 

第６条  事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型



サービスＡの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。 

２ 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪

問型サービスＡの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

（個別計画の作成） 

第７条  第４条第２項に規定する訪問事業瀬金者、必要に応じて、利用者の日常  生活全般の状

況及び希望を踏まえて、訪問型サービスＡの目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスの個別計画を作成するもの

とする。 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第８条  事業者は、訪問型サービスＡの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  

 

 （心身の状況等の把握） 

第９条  事業者は、訪問型サービスＡの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター

が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（地域包括支援センター等との連携） 

第１０条  事業者は、訪問型サービスＡを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 事業者は、訪問型サービスＡの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な

指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

（介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供） 

第１１条  事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型

サービスＡを提供しなければならない。 

 

（介護予防ケアプラン等の変更の援助） 

第１２条  事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る

地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

 

 （運営規程） 

第１３条  事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針  

（２） 従事者の職種、員数及び職務の内容  



（３） 営業日及び営業時間  

（４） 訪問型サービスＡの利用定員  

（５） 訪問型サービスＡの内容及び利用料その他の費用の額  

（６） 通常の事業の実施地域  

（７） サービス利用に当たっての留意事項  

（８） 緊急時等における対応方法  

（９） 非常災害対策  

（１０） その他の運営に関する重要事項  

 

 （衛生管理等） 

第１４条  事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければな

らない。 

 

 （秘密保持等） 

第１５条  事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

２ 事業者は当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又  

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

３ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同

意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得て

おかなければならない。 

 

 （事故発生時の対応） 

第１６条  事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提供により事故が発生した場合は、町、

当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。  

３ 事業者は、利用者に対する訪問型サービスＡの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

 （記録の整備） 

第１７条  指定訪問型サービスＡ事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定訪問型サービスＡ事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスＡの提供に関する記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 

（サービス提供に当たっての留意点） 

第１８条  訪問型サービスＡの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に

掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 

 （１）事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防マネジメントにおけるアセ

スメントにおいて把握された課題、訪問型サービスＡの提供による当該課題に係る改善状況等

を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 

（２）事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配



慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉

サービスの利用の可能性についても考慮すること。 

 

（便宜の提供） 

第１９条  事業者は、六戸町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関

する要綱（平成２９年六戸町告示第１３号）第６条第２項の規定による事業の廃止又は休止の届

出をしたときは、当該届出の日の前１月以内に当該訪問型サービスＡを受けていた者であって、

当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスＡに相当するサー

ビスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスＡ等が継続的に提供されるよう、介護

予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービスＡ事業者その他の関係者

との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

 

 （委任） 

第２０条  この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスＡの事業の人員、設備及び運営等に関し

必要な事項については、町長が別に定める。 

 

 

   附  則  

 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 


